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制度導入に目的と背景

野沢温泉村は古い歴史を持つ温泉とスキーの村です。近年の人口の減少と来
訪するお客様の増加に伴い、安全で快適な観光地づくりのためのインフラ整
備や、豪雪地帯特有の維持管理コストが増大しています。持続可能な観光地
経営を目指し、次の目的のために宿泊税を導入します。

体験価値の向上 自然・文化の保全

産業基盤の強化 生活環境の改善



特別徴収のしくみ



税率と免税点



・食事付きの料金の設定しかない場合は、各宿泊施設でその実態に応じ、適切に宿泊料金と食事
代を分けて算定します。食事代の除外がどうしてもできない場合は、食事の対価に相当する金額
がないものとして、その料金全額を宿泊料金とします。
・仲介サービス事業者が、販売手数料を引いたうえで宿泊金を振り込んだ場合、手数料は経費の
「支払い手数料」にあたるため、手数料を差し引く前の販売総額を宿泊料金とします。
・宿泊施設が自ら通常の宿泊料金の一定割合又は金額を割引きした場合（ポイント割引含む）に
は、割引き後の額を宿泊料金とします。
・旅行会社やカード会社が宿泊者にポイントを付与して、これにより割引きを行う場合は、
割引き前の金額を宿泊料金とします。 （長野県と同様です）

こんな場合は？

例 12,349円→12,300円 例 246.8円→246円

宿泊料金の定義






